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１．中央防災会議と専門調査会 

  

【役割】 

○防災基本計画及び地震防災計画の作成及びその実施の推進 

○非常災害の際の緊急措置に関する計画の作成及びその実施の推進 

○内閣総理大臣･防災担当大臣の諮問に応じての防災に関する重要事項の 

 審議(防災の基本方針､防災に関する施策の総合調整､災害緊急事態の 

 布告等)等 

○防災に関する重要事項に関し､内閣総理大臣及び防災担当大臣への意見 

 の具申 

 



２．中央防災会議の専門調査会の設置について 

 (中央防災会議決定:H13.6.28) 

 

 

(1)今後の地震対策のあり方に関する専門調査会 

  地震防災体制や地震防災施設の整備等、我が国の地震対策につい 

 て、その現状を詳細かつ体系的に把握・分析するとともに、実効性 

 のある地震防災体制や地震防災施設の整備のあり方など、今後の地 

 震対策の基本的な方向について検討を行う。 

 

 

(2)東南海、南海地震等に関する専門調査会 

  今世紀前半にも発生する可能性が高いと見られている東南海、南 

 海地震や、大都市域直下の地震等について、中部圈、近畿圈等にお 

 ける大綱の作成など防災対策の強化に資するため、地震被害の想定 

 や防災対策のあり方についての検討を行う。 

 

 

(3)防災基本計画専門調査会 

  洪水対策、土砂災害対策、高潮対策、原子力災害対策等の方針の 

 提言など近年の災害対策の進展に対応し、防災基本計画の必要な改 

 定について検討を行う。 

 



３．本専門調査会の経緯と目的

（１）経緯と目的

１．経緯

プレート境界型地震である東南海、南海地震については、歴史的に見て

100～150年間隔でマグニチュード8程度の地震が発生しており、最近では

昭和19年及び21年にそれぞれ発生していることから､今世紀前半にも極め

て大規模な地震・津波被害が発生する恐れがあるとされているため、今の

う ち か ら 事 前 の 対 策 を 着 実 に 進 め て お く こ と が 必 要 で あ る 。

また、本年１月２６日の中央防災会議における内閣総理大臣の指示を受

け、「東海地震に関する専門調査会」が設置され、直前予知の可能性があ

る東海地震について、その発生メカニズムや想定される被害等について鋭

意検討が行われている。「東海地震に関する専門調査会」における検討過

程で、東海地震の震源域と連なるプレート境界型地震である東南海・南海

地震については､極めて大規模な地震被害が発生する恐れがあるとともに、

今世紀前半に発生する可能性が高く、直前予知は困難だが、地震防災対策

と し て 十 分 な 検 討 が 必 要 で あ る と の 強 い 指 摘 が な さ れ た 。

一方、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、平成10年に「大都市震災対策

専門調査委員会」から大都市の震災対策についての提言が中央防災会議に

なされ、南関東地域、近畿圏、中部圏についての大都市地震防災対策の改

善の必要性が指摘された。これを受けて、南関東地域については、同年に

「南関東地域直下の地震対策に関する大綱」が中央防災会議で決定されて

おり、近畿圏、中部圏についても東南海、南海地震だけでなく直下型の地

震に対する対策も含め、速やかに防災対策の確立を図る必要がある。

２．検討内容

「東南海・南海地震等に関する専門調査会」を設け、東南海・南海地震

及び都市直下の地震について、地震の特性や想定される被害等の検討する

とともに、中部圏、近畿圏及び東海から九州にかけての太平洋沿岸域等の

地震対策の基本的事項について検討し、地震対策の大綱の基とする。

３．検討期間

平成１４年度末を目途に結論を得る。



東海地震と東南海・南海地震 

 

○東海地震 

  東南海地震(1944)で歪みが解放されず､安政東海地震(1854)から約 150 

 年間大地震が発生していないため、相当な歪みが蓄積されていること 

 から、いつ大地震が発生してもおかしくないとみられている。 

 

○東南海・南海地震 

  おおむね 100～150 年の間隔で発生しており、今世紀前半での発生が 

 懸念されており、中部圏、近畿圏などの防災対策を早急に確立してい 

 く必要がある。 



東南海・南海地震対策の検討の流れ 

 

 

 



中央防災会議大都市震災対策専門委員会提言について

Ⅰ 経緯

大都市震災対策専門委員会（座長：岡田恒男東京大学名誉教授）は、平成 10 年１

月 13 日付けの中央防災会議決定により中央防災会議（会長：内閣総理大臣）に設置

され、これまで４回の会合を開催して大都市地域特有の課題に対応する震災対策のあ

り方について検討を行ってきたところ。

その成果について、専門委員会の提言として取りまとめ、平成 10 年 ６ 月10日に中

央防災会議に報告。

（参考）大都市震災対策専門委員会専門委員（敬称略・５０音順）

阿部 勝征 東京大学地震研究所教授

安藤 雅孝 京都大学防災研究所地震予知研究センター教授

石川 幹子 工学院大学建築学科教授

岡田 恒男（座長） 芝浦工業大学教授・東京大学名誉教授

片山 恒雄 科学技術庁防災科学技術研究所長

熊谷 良雄 筑波大学社会工学系教授

島崎 邦彦 東京大学地震研究所教授

土岐 憲三 京都大学大学院工学研究科長・工学部長

廣井 脩 東京大学社会情報研究所教授

室崎 益輝 神戸大学工学部教授

森地 茂 東京大学大学院工学系研究科教授

吉井 博明 文教大学情報学部教授

（参考）大都市震災対策専門委員会開催状況

○平成10年１月30日（金）

・大都市地域における大規模震災 ・大都市地域の地震活動の評価

○平成10年３月３日（火）

・予防対策のあり方 ・応急対策の備えのあり方

○平成10年４月21日（火）

・地震防災に関する研究成果、情報の活用 ・大都市地域特有の震災対策

○平成10年５月26日（火）

・提言（案）



Ⅱ 大都市震災対策専門委員会提言の概要

１ はじめに

○ 阪神・淡路大震災の教訓を活かした震災対策の充実については、従来から各機関に

おいて対策を講じてきたが、複数の機関の遵携が必要な課題については、予防・応急

対策等の取組をより効果的なものとすることが必要。

特に、大都市地域の大規模震災の甚大性・広範性を踏まえれば、国、地方公共団体

等の複数の機関が高度な連携を図りながら実効的対策を講じることが重要であるため、

あらためて政府全体の検討を深め、詳細かつ具体の対策につなげていくことが必要。

○ 専門委員会は、今後、国、地方公共団体等の関係機関において、本提言を踏まえた

対策の具体化に向けた検討及び施策の推進が図られることを期待。住民等においても、

本提言を踏まえた取組の推進が図られることを期待。

２ 本提言の対象区域

○ 専門委員会は、大都市特有の課題に対応する震災対策のあり方を検討することとし

ているが、今回は、都府県の区域を越えた広域的な市街地で大規模な地震が発生した

場合の特殊性に焦点を当てて、その対策のあり方について検討。このため、本提言は、

都府県の区域を越えて市街地が広域化している三大都市圏の区域を対象。

３ 大都市地域における地震活動の評価

○ 南関東地域における地震活動については、従来からの評価どおり、直下の地震の発

生が切迫している。

○ 近畿圏及び中部圏においては、市街地の内部又は近隣に活断層が密集しており、次

の南海トラフ沿いの巨大地震の発生に向けて地震活動が活発化する可能性が高い活動

期に入ったと考えられる。

４ 大都市地域における大規模震災の特殊性

○ 大都市地域は、地震による揺れが大きい沖積平野に人口や諸機能が集積する市街地

が広範囲に広がっており、大規模地震が発生した場合には極めて大きな被害が発生し

やすく、単独の都市に発生する災害に比べて対応すべき課題が多い。

・多数の施設や構造物への甚大な被害発生の可能性、応急対策需要量の増大

・広域な市街地の広がりにより、帰宅困難者の発生など被害の広域性・複雑性

・重要な政治・経済・社会機能への影響の発生、国家的・国際的拡大



５ 大都市地域における震災対策の重点課題

以下の基本的視点を踏まえて、予防対策・応急対策の備えに関する重点課題の検討、

具体化が必要。

(1)基本的視点

○ 大都市地域の大規模震災に備えるためには、施設・構造物の耐震化、地震に強い

都市構造の整備等による予防対策の推進が重要。そのためには、住民や企業等も建

築物の耐震性・安全性の確保などに主体的に取り組むとともに、さまざまな主体が

行う予防対策を総合的・横断的に推進することが必要。

○ 予防対策の推進のためには、地震防災に関する調査研究について、地震学、土木

工学・建築学、社会学など関連分野間の相互連携に留意しながら、総合的に推進し、

その成果を防災対策に活用することが必要。

○ 応急対策の実践的な備えも平常時から進めておくことが重要であり、各主体間の

的確な連携を確保しながら対策を講じることが重要。

(2)予防対策の重点課題

① 地域の地震防災に関する整備の現状把握・整備目標等の共有

【検討すべき施策】

○地域における各種の施設・構造物等の耐震性、市街地の面的整備状況等の横

断的把握、認識の共有

○危険度マップの汎用化等による住民の理解を促進するための情報の公表

○地域の地震防災性の向上に向けた目標の設定、共有

② 震災時に有効に機能する施設整備における関係機関の連携推進

【検討すべき施策】

○関係機関の連携により、公園、緑地等のオープンスペースの計画的確保、震

災時の避難収容を想定した施設整備の推進

○関係機関の連携により、震災時の輸送活動を想定した交通・輸送施設のネッ

トワーク形成、施設整備の推進

○関係機関の連携により、震災時の消火・生活用水の確保方策の推進

③ 耐震基準・耐震改修方法等に関する情報の交換・共有

【検討すべき施策】

○地質・地盤情報、地震動情報等を含め、施設・構造物に関する基準や改修工

法等の情報について、学識経験者等を含む情報交換の場の設定。

④ 圏域を対象とする多様な地震被害想定の検討

【検討すべき施策】

○三大都市圏の各圏域で、関係都府県、関係省庁等により、予防対策や応急対

策の備えに実践的に活用するための広域的な地震被害想定の実施。



(3)応急対策の備えにおける重点課題

① 実践的な備えの推進

【検討すべき施策】

○応急対策活動のうち特に各機関の連携を確保しながら事前対策を講じておく

べき課題について、実践的な備えを推進。

・負傷者の搬送などの分野ごとに、災害時の特別の状況下でも有効に機能

する実践的な対応パターンの構築。

・要請手続き等の明確化

・応急対策に活用する施設の指定

○負傷者の搬送など人命に直接的に関係する活動や、関係機関が多岐にわたる

活動から順次検討するとともに、その検討成果については、中央防災会議の

場で申し合わせるなど各機関で共有。

② 情報の共有の推進

【検討すべき施策】

○被災状況や各機関の対応状況等を総合的に収集し、効果的な対応パターンに

沿った応急対策が可能となるよう、関係機関の情報の共有の推進。

○災害時の情報を迅速・的確に収集・伝達し、関係機関で共有できるよう、情

報の種類、伝達方法、手順等の事前決定、システムのネットワーク化の推進。

③ 広域防災拠点を核としたネットワークの形成

【検討すべき施策】

○陸上、水上及び空路による輸送をネットワーク化した応急対策活動を迅速・

的確に実施するため、広域防災拠点やオープンスペースを活用した応急対策

活動のネットワークの形成。

○広域防災拠点のあり方、平常時も含めた活用・運用方策、広域防災拠点を核

とした応急対策活動のネットワークのあり方等についての検討、整備の推進。

６ 地震発生可能性の評価に関する情報の活用

○ 地震学の成果による地震発生可能性の評価に関する情報は、行政や住民の具体的な

防災対策・行動に結びつけることにより、死者の軽減等の被害の軽減が可能。

○ 地震発生可能性の評価については、活断層評価など新たな成果が得られつつあるが、

一方で、その成果を具体の防災対策に活用する上での課題も多い。

・情報内容のあり方

・地震発生可能性の評価を的確に活用する手法

・情報を行政や住民の具体の対策・行動に繋げる方策

・調査研究の成果の活用に当たっての重点化

○ 今後とも将来的な地震予知の実用化を目標とした調査研究の推進が必要。

○ 地震調査研究の成果を防災対策に活用するため、相互の連携が必要。また、地震学

と地震学以外の地震防災研究の相互連携も必要。



７ 大都市地域の震災対策に関する各種対策の体系的あり方

（1）大都市地域の震災対策に関する国と地方公共団体の連携の推進

○ 大都市地域においては、大規模な地震が発生した場合の被害の広域性・甚大性等

から、国と地方公共団体等の連携のもと、対策を一層推進していく必要。

（2）圏域ごとの連携による震災対策の充実・強化策のあり方

○ 「南関東地域直下の地震対策に関する大綱」（平成４年８月21日中央防災会議決

定）について、本提言の考え方に基づき、阪神・淡路大震災の教訓等を踏まえ、速

やかに改訂するとともに、同大綱に基づく対策の具体化及び推進を引き続き図るこ

とが必要。

○ 近畿圏及び中部圏においても、地震活動の活発化が懸念されるとともに、震災に

よる被害は甚大かつ広域に及ぶため、地方公共団体の意向も踏まえながら、現行の

震災対策を充実・強化するための連携方策のあり方について、具体的に検討を進め

ることが必要。

（3）特定の課題ごとに作成する実践的な対策

○ 「南関東地域震災応急対策活動要領」（昭和63年12月６日中央防災会議決定）

について、本提言の考え方に基づき、阪神・淡路大震災の教訓等も踏まえ、速やか

に改訂することが必要。

○ そのほか、広域的な連携を確保して実践的な応急対策の備えを行うべき課題の抽

出、個別の課題ごとに国レベルで講じるべき施策及び国による地方公共団体の支援

方策について、国の関係機関及び関係地方公共団体間の連携のもとに検討すること

が必要。

８ 大都市地域の震災対策の推進体制

○ 広域的な連携や国と地方公共団体の連携の重要性を踏まえ、国と関係地方公共団体

の連携強化が必要。

このため、圏域ごとに、国と圏域内の関係地方公共団体により、相互連携の具体的

あり方等を検討・調整していくことが必要。

○ 専門委員会は、今後も定期的に会合を開催し、本提言を踏まえて講じられる各種の

施策についてフォローアップを行うとともに、必要に応じて新たな検討課題を抽出し、

検討を行う。



（４）本専門調査会での検討範囲 

 



４．東南海・南海地震について 

（１）過去に発生した地震と被害 

 
南海－駿河トラフ添いの巨大地震の時空間図。Ishibashi(1994)による図に寒川(1997)の結果(黒丸) 

を付け加えたもの。斜体の数字は、巨大地震の発生間隔を示している。石橋・佐竹(1998)を改変。 



地
震

名
発
生
年

ﾏ
ｸ
ﾞ
ﾆ
ﾁ
ｭ
ｰ
ﾄ
ﾞ

死
者
・
行
方
不
明
者

倒
壊

・
流

失
家

屋
記

事

宝
永

地
震

宝
永
4
（
1
7
0
7
）
年

8
.
4

死
者
５
千
余

倒
壊

約
６

万
流

失
約

２
万

大
津

波
あ

り
東

海
､
南

海
地

震
が

同
時

に
発

生
　

(
わ

が
国

最
大

級
の

地
震

の
一

つ
)

安
政

東
海

地
震

嘉
永
7
（
1
8
5
4
）
年

8
.
4

安
政

南
海

地
震

嘉
永
7
（
1
8
5
4
）
年

8
.
4

昭
和

東
南

海
地
震

昭
和
1
9
（
1
9
4
4
）
年

7
.
9

死
者
・
行
方
不
明

1
,
2
5
1

住
家

全
壊

2
6
,
1
3
0

流
失

3
,
0
5
9

大
津

波
あ

り
(
最

大
1
0

m
)

昭
和

南
海

地
震

昭
和
2
1
（
1
9
4
6
）
年

8
死
者
1
,
3
3
0

行
方
不
明
1
1
3

家
屋

全
壊

牡
5
9
1

流
失

1
,
4
5
1

大
津

波
あ

り
(
最

大
４

～
６

ｍ
)

死
者
２
千
～
３
千

倒
壊

約
４

万
５

千
流

失
約

１
万

７
千

大
津

波
あ

り
こ

の
地

震
に

よ
り

年
号

が
「

安
政

」
と

な
っ

た
。

両
地

震
の

被
害

の
区

別
が

困
難

過
去
の
東
南
海
・
南
海
地
震
等
に
よ
る
被
害



南海トラフ添いの巨大地震による震度分布概念図 

 



南海トラフ添いの巨大地震による津波の高さ 

 

羽鳥（1980）をもとに地震調査委員会が作成した資料から抜粋。 



1946 年の昭和南海地震及び 1944 年の昭和東南海地震の震源域付近の地震活動 

 



 



 



 



 



 



 

 



備考

時間予測モデルによる「前回から次回までの標準的な発生
間隔」90.1年及び発生間隔のばらつきα0.20～0.24をBPT
分布モデル（地震調査研究推進本部地震調査委員会,20肘）
に適用して発生確率を求めた。

経過時間54.0年を発生間隔90.1年で除した値。

項目

今後10年以内の発生確率
今後20年以内の発生確率
今後30年以内の発生確率
今後40年以内の発生確率
今後50年以内の発生確率

地震後経過率

項目 将来の地震
発生確率等*

今後10年以内の発生確率
今後20年以内の発生確率
今後30年以内の発生確率
今後40年以内の発生確率
今後50年以内の発生確率

10%未満
20％程度
40％程度
60％程度
80％程度

地震後経過率 0.6

将来の地震
発生確率等*

備考

10％程度
30％程度
50％程度
70～80％程度
80～90％程度

時間予測モデルによる「前回から次回までの標準的な発生
間隔」86.4年及び発生間隔のばらつきα0.18～0.24をBPT
分布モデル（地震調査研究推進本部地震調査委員会,20肘）
に適用して発生確率を求めた。
応力の解放量の推定の信頼度が低いことから、その精度は
十分ではない。但し、東南海地震は南海地震と同時に発生
するか、相互に時間的に近接して発生するかのどちらかで
ある可能性が高いと考えられることに留意する必要があ
る。

0.65 経過時間56.1年を発生間隔86.4年で除した値。

表１　次の南海地震の発生確率等

注*：評価時点は全て2001年1月１日現在。

表２　次の東南海地震の発生確率等

注*：評価時点は全て2001年1月１日現在。



 
 

（３）防災対策検討の対象とする地震の考え方 
 

 南海トラフ沿いでは､Ｍ８クラスの東南海地震、南海地震が約 100～150 年の

間隔で繰り返し発生している。東南海、南海地震は、続発あるいは同時に発生

する傾向が見られるが、これらの地震による震度の大きな領域や大きな津波が

来襲した地域も各地震ごとに異なるなど、その発生様式は毎回異なる。 

 このような特徴を持つ地域の地震について、概ねの震源領域については示せ

るものの、次に発生する地震の震源域や強震動及び津波等を限定的に想定する

ことは、現時点においては難しい面もある。 

 そのため、東南海、南海地震についての防災対策について、本委員会では、

予防的な観点からの防災対策と、実際に地震が発生した場合の緊急的な応急対

策とに分けて検討することとしたい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[予防的な地震対策]                          

 次に発生する地震がどのようなものであるかを限定的に想定することは、そ

れ以外の形態で発生した場合に的確な防災対策が行えない可能性がある。その

ため、過去に発生した地震の地震動及び津波による被害をもとに、地震調査研

究推進本部の想定震源モデルも参考にし、予防的地震防災対策の検討対象とす

る地震としては、さまざまな発生形態を想定し、最大公約数的な想定被害に対

する地震対策を検討する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[緊急的な応急対策] 

 地震発生後の緊急的な応急対策については、時間経過を含めた地震被害発生

とそれに対する防災対策のシナリオの検討が重要となる。この場合には、最大

公約数的な地震や地震被害を対象とするのではなく、特定の地震等を対象とし

て検討する必要がある。このため、どのような地震を対象として防災対策のシ

ナリオを検討するべきかを検討し、その検討結果を踏まえ、緊急的な応急対策

のドリルとして、特定の地震に対する防災対策のシナリオを作成する等して対

策を検討する。 
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